
 
 
 
 

 奈良県 
橋梁簡易点検要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 22 年 4 月 
 
 
 
 
 

奈良県土木部道路管理課 
 



目  次 
 
1. 点検の目的................................................................... 1 

2. 橋梁点検の位置付け及び適用範囲 .............................................. 2 

3. 点検者の要件................................................................. 3 

4. 対象橋梁..................................................................... 4 

5. 点検の方法................................................................... 5 

6. 点検の頻度................................................................... 6 

7. 点検項目..................................................................... 7 

8. 損傷の評価及び詳細点検実施橋梁の選定 ........................................ 8 

 

付録-1 損傷評価基準 ............................................................ 9 

(1) 高欄（鋼）................................................................ 10 

(2) 高欄（コンクリート） ..................................................... 11 

(3) 舗装...................................................................... 12 

(4) 伸縮装置（ゴム） ......................................................... 14 

(5) 伸縮装置（埋設目地） ..................................................... 16 

(6) 伸縮装置（鋼） ........................................................... 17 

(7) 伸縮装置（その他） ....................................................... 19 

(8) 排水ます.................................................................. 20 

(9) 主桁・横桁等.............................................................. 21 

(10) 床版（コンクリート） .................................................... 24 

(11) 床版（鋼板接着部） ...................................................... 27 

(12) 支承本体（鋼） .......................................................... 28 

(13) 支承本体（ゴム） ........................................................ 29 

(14) 橋台・橋脚............................................................... 30 

(15) 排水管................................................................... 34 

 
付録-2 「点検シート」記入要領 .................................................. 35 

1. 点検シート① 簡易点検結果 ................................................ 36 

2. 点検シート② 点検写真 .................................................... 38 

3. 点検シート③ 簡易点検集計表 .............................................. 40 

 
付録-3 損傷評価基準携帯版 ...................................................... 42 

 

付録-4 鋼橋・PC 橋の点検項目等 .................................................. 44 

1. 点検項目................................................................... 45 

2. 損傷評価基準............................................................... 45 

3. 点検シート................................................................. 53 

4. 損傷評価基準携帯版 ........................................................ 57 

 

付録-5 橋梁形式及び部材名称 .................................................... 59 

1. 橋梁の構成要素と諸元 ...................................................... 60 

2. 上部構造................................................................... 61 

3. 下部構造................................................................... 67 

 



 1 

1. 点検の目的 

 
 
 
 
 
 
【解説】  

 簡易点検の目的は、管理する橋梁の現状を把握し、橋梁の耐荷性や耐久性に悪影響を及ぼし

ている損傷を早期に発見することにより、早期・適切な措置を可能にし、安全で円滑な交通を

確保するとともに、沿道や第三者への被害の防止を図ることである。 

 さらに、橋梁の維持管理を効率的に行うために必要不可欠である損傷や異常の程度を継続的

に把握し、基礎データとして蓄積することも目的としている。蓄積された点検結果は、ライフ

サイクルコスト等を考慮した長寿命化修繕計画を立案するための基礎データとして使用され、

維持管理計画に従って対策を着実に実施していくことにより、橋梁の長寿命化を実現すること

を目指している。 

 簡易点検は、安全で円滑な交通を確保し、沿道や第三者への被害の防止を図るととも

に、橋梁の維持管理を効率的に行うために必要となる情報を得ることを目的として実施

する。 
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2. 簡易点検の位置付け及び適用範囲 

 
 
 
 
 
【解説】  

 橋梁点検には、一般的に次に示す種別がある。  
① 通常点検 

通常点検とは、損傷の早期発見を図るために、原則として道路の日常巡回を行う際に併せ

て実施する点検である。日常の道路巡回時にパトロールカー車内から判断できる範囲で行う。 
② 定期点検 

定期点検とは、橋梁の保全を図るために定期的に実施するものであり、主に目視及び簡易

な点検機械・器具により行う点検である。 
③ 異常時点検 

異常時点検とは、地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害が発生した場合もしくはその恐れ

がある場合と、異常が発見された時に、主に橋梁の安全性を確認するために行う点検である。  
④ 第三者被害予防点検 

橋梁構造物からの落下物が第三者に与える被害を未然に防止することを目的として実施す

る点検をいう。  
 

本要領（案）が示す簡易点検は、上記点検種別のうち定期点検として位置付けた。 
また、本要領（案）の適用範囲は、奈良県管理橋梁に対する１年点検とした。 

簡易点検は、点検期間、費用を縮減した点検を定期的に行って損傷を早期に発見することで

詳細点検あるいは補修が必要となる橋梁を選定することを目的としている。簡易点検の導入に

より損傷を早期に発見して補修を計画的に行うことができるため、維持修繕コスト縮減、橋梁

の長寿命化が期待されるだけでなく、簡易点検を適切に行うことにより詳細点検も必要 小限

に留めることができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 本要領（案）で規定する簡易点検は、解説に示す橋梁点検のうち定期点検として位置

付け、奈良県管理橋梁に対する１年点検に適用する。 
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3. 点検者の要件 

 
 
 
 
 
【解説】  

 簡易点検は、安全で円滑な交通を確保し、沿道や第三者への被害を防止するとともに、詳細

点検（基礎データ収集要領に準拠した点検）が必要となる橋梁をスクリーニングするために行

う点検である。 

 そこで、簡易点検は橋梁に関する基礎的な知識を有する者が従事するものとし、要件として

下記の①あるいは②であり、かつ③の要件を満たすものとする。 
① 大学、高等専門学校、高等学校において土木、農業、林業等の課程を修了した者 

② 橋梁の設計、施工、維持管理に関する実務経験を有する者 

③ 橋梁に関する講習会を受講した者 

 

 簡易点検作業に携わる点検者として必要な要件は、次のとおりを原則とする。 

・橋梁に関する基礎的な知識を有する者（技術系職員等） 
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4. 対象橋梁 

 
 
 
 
【解説】  

 簡易点検の対象橋梁は、奈良県が管理する全ての橋梁とする。 

 

 簡易点検は、原則として全ての奈良県管理橋梁を対象とする。 



 5 

5. 点検の方法 

 
 
 
 
【解説】  

 簡易点検では、橋梁の大まかな状態を把握するための調査手法は、目視によることを基本と

した。  
 近年の研究では、桁端部の損傷が他の箇所の損傷より先行して進行することが確認されてお

り、また桁端部の損傷状況を把握することで、効率的かつ高精度で当該橋梁（径間）の損傷を

代表することができるという報告もある。よって、桁端部や支承部及びその近傍の部材は、直

近の橋台や橋脚から近接して目視することとする。さらに、橋台や橋脚の天端から水平方向に

見通すことで、多くの部材や変状の目視が可能となる。 
 なお、近接する手段としては梯子等を使用する程度を想定しており、足場仮設や橋梁点検車

の使用を義務付けるものではない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-5.1 点検の方法 

 

 点検時に携行すべき機材例を以下に列挙する。 

表-5.1 点検時の携行機材例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近接目視 近接目視 近接目視遠望目視遠望目視

橋台

橋脚

橋台

梯子・脚立 脚立
梯子・脚立

梯子・脚立

双眼鏡

双眼鏡 双眼鏡

 点検の方法は、目視により状態を把握することを基本とする。  

種類 機材 備考

双眼鏡

テストハンマー

コンベックス（巻尺）

クラックゲージ

その他

点検資料 点検要領、橋梁台帳等

デジタルカメラ

チョーク

野帳

黒板

その他

梯子、脚立等

懐中電灯

その他

点検用具

記録用具

点検補助機器
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6. 点検の頻度 

 
 
 
 
【解説】  

 簡易点検の頻度は、次回点検までの間に緊急的な対応が必要になる事態を避けるという観点

と、補修等の必要性の判定精度（信頼性）の観点から定めた。 
 既往の点検実績によると、一度損傷を生じた橋梁で補修等の対策後 4～7 年で再度補修等が必

要な損傷を生じる事例も報告されている。また、ただちに補修するような緊急性はないと判定

された場合には、次回の点検まで対策が講じられないこともあり得るが、近年の大型車両の増

加など橋梁をとりまく損傷要因の急激な変化の可能性なども考慮すると、判定結果が信頼でき

る期間にも限りがある。さらに下記に列挙するような奈良県特有の条件や橋梁の損傷状況を考

慮して点検頻度を 1 年以内に 1 回とした。 

 

・山間部等に架かる橋梁で、冬季に凍結防止剤を大量に散布する橋梁は、凍結防止剤に含ま

れる塩分に起因する塩害により、桁端部等の損傷が急激に進行する恐れが大きい。 

・一般的に、規模の小さい橋梁はコンクリート床版橋が多いが、アルカリ骨材反応など特殊

な劣化現象が生じていれば、損傷が急激に進行する恐れが大きい。 

・過去に補修対策を実施しているが、補修後の状態が良好でない状態（補修部の再劣化が発

生）にある橋梁。 

   

 簡易点検は、1 年以内に 1 回行うものとする。  
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7. 点検項目 

 
 

 

 

表-7.1 点検項目 

工種 部材 材料 
重点

項目
点検項目 

鋼  ①事故等による破損があるか 
高欄 

コンクリート  ①ひびわれ、剥離、鉄筋露出があるか 

★ ①ひびわれが発生しているか 
舗装 

アスファルト 

コンクリート  ②ポットホールがあるか 

 ①伸縮装置に段差が生じているか 
ゴム 

 ②伸縮ゴムが破損、欠損しているか 

埋設目地  ①舗装に横断方向のひびわれが発生しているか 

 ①伸縮装置に段差が生じているか 
鋼 

 ②伸縮装置が破損、欠損しているか 

伸縮装置 

その他  ①漏水が生じているか 

路上 

排水ます 鋼製他  ①排水ますに土砂が詰まっているか 

★ ①錆びているか 

★ ②耐候性鋼材において安定錆に異常が見られるか 

★ ③ボルトの脱落があるか 
鋼 

★ ④亀裂が発生しているか 

★ ①ひびわれが発生しているか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか 

主桁・横桁等

コンクリート 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 

★ ①ひびわれが発生しているか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか コンクリート 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 

上部工 

床版 

鋼板接着部 ★ ①補強鋼板が錆びているか 

鋼 ★ ①錆びているか 
支承 支承本体 

ゴム ★ ①ゴムの変色、劣化があるか。 

★ ①ひびわれがあるか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 
下部工 橋台・橋脚 コンクリート 

★ ④洗掘されているか 

その他 排水管 鋼製他  ①排水管が破損しているか 

 
【解説】  

 点検項目の策定においては、橋梁の耐荷性や耐久性及び安全で円滑な交通の確保の観点から

重要である損傷を網羅することができ、かつスクリーニングプロセスとして有効となることを

考慮した。また、重点項目欄に★印が記入されている項目は、点検項目の中でも特に重要であ

ると判断される項目である。★印項目の扱いについては、次項で詳述する。 

 簡易点検は、橋梁の状態を把握するために必要な情報が得られるよう、適切な項目に

対して実施するものとし、点検項目は表-7.1 を原則とする。  
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8. 損傷の評価及び詳細点検実施橋梁の選定 

 
 

 

 

 

 

 

 

表-8.1 損傷の評価区分 

評価区分  状  況  

A 

・損傷や異常が認められない状態。 

・軽微な損傷は認められるが、直ちに補修するほどの緊急性はなく、

放置しても次回点検までに構造物の安全性が著しく損なわれること

がないと判断できる状態。 

A-1 
・損傷は発生しているが、橋梁の構造安全性に与える影響がほとんど

なく、維持工事で対応することが妥当であると判断できる状態。 

B 

・橋梁の安全性に影響を与える可能性のある損傷があり、適切な補修

対策を実施するために損傷の規模を把握し、発生要因を特定する必

要がある状態。 

C 

・橋梁構造の安全性が著しく損なわれており、緊急な対策が講じられ

ることが必要と判断できる状態。 

・自動車や歩行者等の安全で円滑な交通への支障が懸念され、交通規

制等の緊急対策が必要と判断される状態。 

・道路や鉄道を跨ぐ橋梁、あるいは桁下空間を駐車場や公園などに利

用している橋梁で、コンクリート片の落下による第三者被害を発生

する恐れのある状態。 

 
【解説】  

 損傷状況の評価には、点検者の経験や技術力による個人差が生じないことが重要である。す

なわち、客観的かつ容易な評価基準が求められる。そこで、本要領（案）では各点検項目にお

ける損傷の評価基準を付録-1 にとりまとめており、点検の際の参考にすること。 

 また、詳細点検を実施する橋梁の選定においても、点検者の経験や技術力による個人差が生

じないことが重要である。そこで本要領（案）では、点検者が機械的に評価できるように、重

量な点検項目を★印で区別し、★印項目が 1 つでも B 評価であった場合に外部委託による詳細

点検を実施することとした。ここで、★印の点検項目のうち「1 つでも」としたのは、損傷の

見落としや管理瑕疵を防ぐために安全側の評価となるよう配慮したためである。 

 また、立地条件により点検できなかった項目を有する橋梁については、必要に応じて外部委

託による詳細点検を実施することとする。 

 評価区分の C 評価は、道路利用者の安全確保に支障があると考えられる損傷に対してのみ規

定している。よって、C 評価に該当する損傷を発見した場合には、道路管理課と協議のうえ、

直ちに交通規制や応急対策を実施し、その後、抜本的な対策を検討することとする。 
 「A-1」評価は、詳細調査や緊急対策を行う必要はないと考えられる排水ますの土砂詰まりや

排水管の破損を指す。 

 損傷の評価は、表-8.1 に示す評価区分による 3 段階評価（A、B、C）とし、径間毎の

部材単位で評価するものとする。なお、各点検項目における評価基準は、付録-1 に示す

「損傷評価基準」に基づくものとする。 

 詳細点検を実施する橋梁は、前述の点検項目の★印項目で 1 つでも B 評価を得た橋梁

とする。なお、立地条件により点検ができなかった橋梁については、適宜判断する。 

 前述の点検項目で 1 つでも C 評価を得た橋梁は、交通規制等の緊急対策を実施するも

のとする。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録-1 損傷評価基準 
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(1) 高欄（鋼） 

① 事故等による破損があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的な変

形や軽微な腐食。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衝突事故等による変形、破損が生

じていない状態、あるいは変形や

破損が局部的なものにとどまり、

車両や歩行者の通行に支障のない

程度である場合を指す。 

車両逸脱防止機能に影響がない程

度の腐食が生じている場合も「A」

と評価する。 

B 該当なし 

 
 
 
 
 
 

高欄の破損に対しては、詳細点検

を実施して損傷状況を詳しく記録

することよりも、一刻も早い補修

対策が望まれるため、「B」は該当

なしとした。 

C 
歩行者等が危険な状

態である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

衝突事故等により大きな破損が生

じている状態で、車両や歩行者の

通行に支障がある状態を指す。具

体的には、部材に破断を伴うよう

な変形が生じている場合や、変形

により所定の幅員（変形前の幅員）

が侵されている場合を指す。 

「C」と判断された高欄に対して

は、状況に応じて適切に交通規制

を行い、早急に補修対策（部分取

替え、全面取替え）を実施するこ

ととする。 

 

郡山土木 椿井王寺線 明治橋 

宇陀土木 国道166号 無名2橋 

高田土木 天理王寺線 王寺跨線橋 

五條土木 国道168号 旭橋 
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(2) 高欄（コンクリート） 

① ひびわれ、剥離、鉄筋露出があるか 
 

コンクリート製の壁高欄の損傷は、それ自体は橋梁の安全性に影響を与えるものではない。そこで、本項の

評価はコンクリート片の落下による第三者被害の有無に着目して評価する。例えば、全く同様の損傷であって

も、第三者被害の恐れがない橋梁（径間）の場合は「A」とし、第三者被害の恐れのある橋梁（径間）の場合は

「C」とする。ここで、第三者被害の恐れのある橋梁（径間）とは以下に示す立地条件下にある橋梁（径間）を

指す。 

・桁下を道路が交差する場合               ・桁下を鉄道が交差する場合 

・桁下を公園あるいは駐車場として使用している場合    ・接近して側道が平行する場合 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 
あるいは剥離・鉄筋露

出が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

劣化等による損傷が生じていない

状態、あるいは第三者被害の恐れ

のない橋梁（径間）において剥離

や鉄筋露出等の損傷が生じている

状態を指す。 

B 該当なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンクリート製の高欄に発生した

損傷が急速に進行し、橋梁の構造

安全性や車両や歩行者の通行安全

性（第三者被害を除く）に著しく

悪影響を与えることはほとんどな

く、詳細点検を実施して損傷状況

を詳しく記録する必要性が小さい

ため、「B」は該当なしとした。 

C 

剥離・鉄筋露出が発生

しており、第三者被害

の恐れがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三者被害の恐れのある橋梁（径

間）において剥離や鉄筋露出等の

損傷が生じている状態を指す。 

「C」と判断された高欄に対して

は、状況に応じて適切に交通規制

や立入禁止措置を行い、早急に補

修対策（断面修復工、剥落防止工

等）を実施することとする。 

 
 
 

宇陀土木 国道369号 天野橋 

注）本橋は第三者被害が発生する恐れはないが、
　　損傷程度の事例写真という主旨で掲載した。

桜井土木 国道165号 初瀬大橋 
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(3) 舗装 

① ひびわれが発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 
あるいは一方向また

は二方向のひびわれ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舗装にひびわれが発生していない

状態、あるいは一方向または二方

向のひびわれが発生している状態

を指す。舗装のひびわれは打継目

から発生する場合が多いが、打継

目からのひびわれも「A」に該当す

る。 

B 亀甲状のひびわれ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舗装に亀甲状のひびわれが発生し

ている状態を指す。舗装に亀甲状

のひびわれが発生している場合

は、舗装下の床版上面に砂利化等

の損傷が発生している可能性があ

るため、詳細点検の実施が望まし

い。 

C 該当なし 

 
 
 
 

舗装のひびわれにより通行車両の

走行性に支障をきたすことはほと

んどないため、「C」は該当なしと

した。 
 

 

桜井土木 桜井都祁線 参急橋 

吉野土木 国道169号 無名桟道橋2号

宇陀土木 国道369号 天野橋 

「国土交通省 損傷事例写真」抜粋 
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② ポットホールがあるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的なポ

ットホール。 

（目安：深さ 20mm 未

満、タイヤより小規

模） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舗装にポットホールが発生してい

ない状態、あるいは局部的なポッ

トホールは生じているが、通行車

両の走行に支障のない程度である

場合を指す。通行車両の走行に支

障のない程度とは、ここでは深さ

20mm 未満でタイヤより小規模で

ある程度とする。 

また、わだち掘れも本項で評価し、

通行車両の走行に支障がない程度

のわだち掘れを指す。 

B 該当なし 

 
 
 
 
 
 

舗装のポットホールは維持工事等

により容易に補修できることか

ら、詳細点検を実施して損傷状況

を詳しく記録する必要性が小さい

ため、「B」は該当なしとした。 

C 

大規模なポットホー

ル。 

（目安：深さ 20mm 以

上、タイヤより大規

模） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舗装に大規模なポットホールが発

生しており、通行車両の走行に支

障を及ぼす状態を指す。通行車両

の走行に支障を及ぼす状態とは、

ここでは深さ 20mm 以上でタイヤ

より大規模である程度とする。 

「C」と判断された舗装のポットホ

ールに対しては、早急に補修対策

（パッチング等）を実施すること

とする。 

 
 

宇陀土木 吉野室生寺針線 仙人橋 

宇陀土木 吉野室生寺針線 室生路橋 

五條土木 国道168号 赤谷橋 

五條土木 国道168号 湯之原橋 
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(4) 伸縮装置（ゴム） 

① 伸縮装置に段差が生じているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは 20mm 未満の

段差。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伸縮装置に段差が生じていない状

態、あるいは通行車両の走行に支

障のない程度の段差が生じている

状態を指す。通行車両の走行に支

障のない程度とは、ここでは深さ

20mm未満の段差とする。なお、伸

縮装置背面の場所打ちコンクリー

ト部の段差も含む。 

B 20mm以上の段差。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伸縮装置に大きな段差が生じてい

るが、通行車両の走行には支障の

ない程度である状態を指す。具体

的には、20mm以上の段差とする。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

一般的にゴム製伸縮装置は、表面

（路面）の形状が櫛型になってい

ないため、段差による走行車両の

パンク等は発生し難い構造であ

る。よって「C」は該当なしとした。 

 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 

郡山土木 大和郡山環状線 

小林跨線橋（上り） 

高田土木 兵庫柏原線 円橋 

郡山土木 平群信貴山線 信貴山道橋 

郡山土木 大和郡山環状線 城栄橋 
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② 伸縮ゴムが破損、欠損しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的に伸

縮ゴムが破損してい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伸縮ゴムが健全である状態、ある

いは局部的に破損している状態を

指す。ここでの局部的とは、破損

部から路面の雨水が漏水していな

い状態をいう。 

B 
伸縮ゴムが脱落し、路

面から消失している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伸縮ゴムが脱落し、路面から消失

している状態をいう。伸縮ゴムの

破損部からの漏水が著しい場合も

「B」とする。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 
 

ゴム製伸縮装置の伸縮ゴムが脱落

しても、直ちに橋梁の構造安全性

や車両や歩行者の通行安全性に著

しく悪影響を与えることはほとん

どないため、「C」は該当なしとし

た。 

 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 

高田土木 天理王寺線 王寺跨線橋 

郡山土木 筒井二階堂線 三郷大橋 

五條土木 下市宗檜線 白銀橋 

郡山土木 奈良大和郡山斑鳩線 柳橋 
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(5) 伸縮装置（埋設目地） 

① 舗装に横断方向のひびわれが発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 
あるいは軽微なひび

われが発生。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋梁の継目部（伸縮装置位置）の

舗装にひびわれが発生していない

状態、あるいはひびわれは発生し

ているが軽微である状態を指す。

軽微なひびわれとは、ひびわれか

ら橋梁下に漏水していない程度を

いう。 

B 
大規模なひびわれが

発生。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋梁の継目部（伸縮装置位置）の

舗装に大規模なひびわれが発生し

ている状態を指す。大規模なひび

われとは、ひびわれから橋梁下へ

の漏水が著しい程度をいう。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

舗装のひびわれが著しい場合で

も、直ちに橋梁の構造安全性や車

両や歩行者の通行安全性に著しく

悪影響を与えることはほとんどな

いため、「C」は該当なしとした。 

 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 

 
 
 

奈良土木 木津横田線 岩井橋 

五條土木 国道168号 戸谷橋 

郡山土木 大和小泉停車場松尾寺線 小泉橋 

五條土木 国道425号 白谷橋 
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(6) 伸縮装置（鋼） 

① 伸縮装置に段差が生じているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは 20mm 未満の

段差。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋼製伸縮装置に段差が生じていな

い状態、あるいは通行車両の走行

に支障のない程度の段差が生じて

いる状態を指す。通行車両の走行

に支障のない程度とは、ここでは

20mm未満の段差とする。 

B 該当なし 

 
 
 
 
 
 

鋼製伸縮装置に大きな段差が発生

している場合、橋梁の構造安全性

や車両または歩行者への通行安全

性にすぐさま悪影響を与える可能

性が高く、早急な対策が必要であ

る。そのため、緊急対策の必要性

から「B」は該当なしとした。 

C 20mm以上の段差。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後打ち材や周辺舗装とフェースプ

レートとの間、または、フィンガ

ープレート間に大きな段差が生じ

ている状態を指す。具体的には、

20mm以上の段差とする。20mm以上

の段差が生じている場合、支承や

下部構造の変状が起こり、自動車

や歩行者等の安全性に対する支障

が懸念される。そのため、早急に

詳細点検を実施して段差の原因を

究明し、対策を講じることが必要

である。 

 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 
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② 伸縮装置が破損、欠損しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的に鋼

製伸縮装置が破損し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フェースプレートが健全である状

態、あるいは局部的に破損してい

る状態を指す。ここでの局部的と

は、破損部から路面の雨水が漏水

していない状態をいう。 

B 該当なし 

 
 
 
 
 
 

フェースプレートの破断が起こっ

ている場合、橋梁構造が不安定な

状態となり、自動車や歩行者等の

通行に危険性が生じる恐れがあ

る。そのため、緊急対策の必要性

があり、「B」は該当なしとした。

C 
大規模なフェースプ

レートの破断、段差。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

繰返し荷重による疲労や交通によ

る摩耗のため、フェースプレート

が大きく破断・破損していたり、

アンカー部の取り付け溶接部が破

断し、アンカーが離れている状態

をいう。また、高力ボルトのゆる

みや破断、それによる車輌通過時

の騒音や金属音が発生している状

態も含む。こうした状態では、交

通に支障をきたす恐れがあるた

め、緊急対策を施して、交通の安

全性を確保する必要がある。 

 
 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 
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(7) 伸縮装置（その他） 

① 漏水が生じているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
漏水なし。 
あるいは微量な漏水

が発生。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漏水が発生していない状態、ある

いは微量に漏水が発生している状

態を指す。 

B 大規模な漏水が発生。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漏水は主桁や支承等に悪影響を与

えるため、詳細点検を実施して他

部材の損傷状況も詳細に確認する

ことが重要である。また、それと

ともに原因を究明し、対策を講じ

る。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

漏水が発生していても、直ちに橋

梁の構造安全性や車両や歩行者の

通行安全性に著しく悪影響を与え

ることはほとんどないため、「C」

は該当なしとした。 

 
 建設当初から伸縮装置が設置されていないと考えられる場合は、本項目は点検の対象外とする。 
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(8) 排水ます 

① 排水ますに土砂が詰まっているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 損傷なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排水ますに土砂詰まりがなく、排

水機能が健全である場合を指す。

または、点検時に点検者が堆積し

ている土砂を撤去した場合も「A」

と評価する。 

A-1 土砂詰まりがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排水ますに土砂詰まりが生じてお

り、排水機能が低下している状態

を指す。 

なお、点検者がその場で可能な限

り土砂を撤去することを原則とす

るが、点検者のみでは撤去できな

い場合は「A-1」と評価する。 

B・C 該当なし 

 
 
 
 

排水ますの土砂詰まりは簡単に撤

去できるため、「B」及び「C」は該

当なしとした。 

 
 点検時に排水ますに堆積した土砂を撤去し、土砂詰まりが解消された場合の評価は、「A」とする。 

 

高田土木 御所高取線 豊年橋 

高田土木 五條高取線 薬水橋 

奈良土木 月瀬針線 志もとかわ橋 

桜井土木 国道169号 巻向跨線橋 
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(9) 主桁・横桁等 

① ひびわれが発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは幅の小さい

ひびわれ（0.2mm未満）

が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれが発生していない状態、

あるいはひびわれ幅0.2mm未満の

ひびわれが発生している状態を指

す。 

B 

幅の大きいひびわれ

（0.2mm 以上）が密に

発生している。 

巨大なひびわれ（亀

裂）が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれ幅0.2mm以上のひびわれ

が密に発生している状態を指す。

この段階に至った主桁に対して

は、詳細点検を実施してひびわれ

の状態を詳細に記録するとともに

原因を究明し、適切な補修・補強

対策を実施することが重要であ

る。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

塩害環境下にない奈良県において

は、コンクリート主桁のひびわれ

が急激に進展する恐れが小さいこ

とが想定できるため、「C」は該当

なしとした。 
 
 ひびわれが構造物に与える影響という観点では、「幅」の影響が重要であり「長さ」の影響は小さいため、評価

基準として「長さ」は記載しないこととした。 

桜井土木 天理王寺線 保橋 

高田土木 天理王寺線 王寺跨線橋 

宇陀土木 国道370号 松山橋 

桜井土木 桜井都祁線 参急橋 
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② 白い染み（遊離石灰）が発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的な遊

離石灰がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が発生していない状態、

あるいは局部的な遊離石灰が発生

している状態を指す。ここでの局

部的とは、遊離石灰の面積が概ね

0.1m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲に発生してい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が広範囲に発生している

状態を指す。ここでの広範囲とは、

遊離石灰の面積が概ね 0.1m2 以上

の場合と考えてよい。遊離石灰と

いう損傷そのものが構造物に悪影

響を与えるものではないが、ひび

われに水が関与している証拠とな

る損傷であることから、詳細点検

を実施することが望ましい。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

遊離石灰はひびわれに水が関与し

ている証拠となる損傷であり、橋

梁の構造安全性が著しく低下する

までに猶予があると考えられるた

め、「C」は該当なしとした。 

吉野土木 高野天川線 広瀬橋 

宇陀土木 国道370号 松山橋 

宇陀土木 吉野室生寺針線 太古良橋 

宇陀土木 国道369号 和合橋 
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③ 剥離、鉄筋露出があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的な剥

離、鉄筋露出が発生し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離が発生していない状態、ある

いは局部的な剥離、鉄筋露出が発

生している状態を指す。ここでの

局部的とは、剥離部の面積が概ね

0.1m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲にわたって剥

離、鉄筋露出が発生し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離、鉄筋露出が広範囲に発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、剥離、鉄筋露出の面積が

概ね 0.1m2 以上の場合と考えてよ

い。この段階に至った主桁に対し

ては、詳細点検を実施して主桁の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 
多数の鉄筋が腐食に

より破断している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

腐食により鉄筋の破断が確認され

た場合は、橋梁の構造安全性が低

下している恐れがあるため、交通

規制等の緊急対策を施して通行車

両の安全を確保し、抜本的な対策

を検討することとする。 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

吉野土木 国道309号 無名9号橋 

桜井土木 国道169号 清水谷橋 

郡山土木 奈良大和郡山斑鳩線 桜橋 

宇陀土木 国道369号 天野橋 
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(10) 床版（コンクリート） 

① ひびわれが発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは一方向のひ

びわれ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれが発生していない状態、

あるいは橋軸直角方向（道路横断

方向）の一方向ひびわれが発生し

ている状態を指す。 

B 
二方向のひびわれあ

るいは亀甲状のひび

われ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

びわれが二方向に発生している状

態、あるいは亀甲状（網目状）の

ひびわれが発生している状態を指

す。この段階に至った床版に対し

ては、詳細点検を実施して床版の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 

漏水（泥水）を伴う亀

甲状のひびわれが発

生し、床版抜け落ちの

直前である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀甲状に発生したひびわれ部から

漏水（泥水）が併発している状態

を指す。この段階に至ると、いつ

抜け落ちてもおかしくない状態で

あるため、交通規制等の緊急対策

を施して通行車両の安全を確保す

ることとする。 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

宇陀土木 大又小川線 四郷大橋 

奈良土木 月瀬針線 吾橋 

奈良土木 国道25号 長尾橋 

郡山土木 奈良大和郡山斑鳩線 柳橋 
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② 白い染み（遊離石灰）が発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的な遊

離石灰がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が発生していない状態、

あるいは局部的な遊離石灰が発生

している状態を指す。ここでの局

部的とは、遊離石灰の面積が概ね

0.1m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲（パネル全域）

に発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が広範囲（パネル全域）

に発生している状態を指す。ここ

での広範囲とは、遊離石灰の面積

が概ね 0.1m2以上の場合と考えて

よい。遊離石灰という損傷そのも

のが構造物に悪影響を与えるもの

ではないが、ひびわれに水が関与

している証拠となる損傷であるこ

とから、詳細点検を実施すること

が望ましい。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

床版に広範囲の遊離石灰が発生し

ていても、床版の疲労劣化の 終

段階である抜け落ちに至るまでに

は猶予があるため、「C」は該当な

しとした。 

吉野土木 国道169号 山葵谷橋 

宇陀土木 小村木津線 伊豆尾橋 

宇陀土木 名張曽爾線 兜橋 

奈良土木 山添桔梗が丘線 尻江橋 
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③ 剥離、鉄筋露出があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的な剥

離、鉄筋露出がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離が発生していない状態、ある

いは局部的な剥離、鉄筋露出が発

生している状態を指す。ここでの

局部的とは、剥離部の面積が概ね

0.1m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲（0.1m2 以上程

度）に発生している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離、鉄筋露出が広範囲に発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、剥離、鉄筋露出の面積が

概ね 0.1m2 以上の場合と考えてよ

い。この段階に至った床版に対し

ては、詳細点検を実施して床版の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 

床版の深い位置まで

コンクリートが剥離

し、抜け落ちの直前で

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

床版の深い位置までコンクリート

が剥離している状態を指す。ここ

での深い位置とは、床版の鉄筋よ

りさらに深い位置（鉄筋がコンク

リート中から完全にはみ出してい

る状態）まで剥離が進行している

状態のことをいう。この段階に至

ると、いつ抜け落ちてもおかしく

ない状態であるため、交通規制等

の緊急対策を施して通行車両の安

全を確保し、抜本的な対策を検討

することとする。 

 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

宇陀土木 吉野室生寺針線 太古良橋 

郡山土木 奈良大和郡山斑鳩線 桜橋 

奈良土木 京終停車場薬師寺線 右京橋 
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(11) 床版（鋼板接着部） 

① 補強鋼板が錆びているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 
あるいは局部的な腐

食がある。 
または全体的に若干

塗装が劣化している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

錆が発生していない状態、あるい

は局部的に錆びている状態を指

す。また、錆は発生していないが

塗装が全体的に剥れているような

状態も「A」とする。 

B 

広範囲にわたり腐食

が発生している。 

シール材の剥離や漏

水を伴っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広範囲にわたり腐食が発生してい

る状態、あるいは鋼板周囲のシー

ル材が剥離し、漏水の影響で補強

鋼板端部が腐食している状態を指

す。この段階に至った床版は、補

強鋼板の内面で劣化が大規模に進

行している恐れがあるため、詳細

点検を実施して補強鋼板の状態を

詳細に記録するとともに、適切な

補修・補強対策を実施することが

重要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

補強鋼板が大規模に腐食していて

も直ちに床版が抜け落ちる恐れは

小さいため、「C」は該当なしとし

た。 

 

奈良土木 木津横田線 岩井橋 

奈良土木 高畑山線 岩渕橋 

宇陀土木 国道369号 天野橋 

吉野土木 国道169号 芦原橋 
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(12) 支承本体（鋼） 

① 錆びているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的に錆

びている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

錆が発生していない状態、あるい

は局部的に錆びている状態を指

す。また、錆は発生していないが

塗装が全体的に剥れているような

状態も「A」とする。 

B 
全体的に錆びており、

断面欠損も生じてい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

腐食により鋼材表面が膨張し、部

材断面が減少している状態、ある

いは広範囲にわたり腐食が発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、概ね支承全体に腐食が発

生している場合をいう。また、腐

食により支承の回転機能や移動機

能が損なわれている状態も「B」と

する。この段階に至った支承の影

響により、主桁等に二次的な損傷

を引き起こす恐れがあるため、詳

細点検を実施して支承の状態を詳

細に記録するとともに、適切な補

修・補強対策を実施することが重

要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

支承に広範囲の腐食が発生してい

ても、直ちに橋梁の構造安全性に

著しく悪影響を与えるものではな

いため、「C」は該当なしとした。 

 
 

宇陀土木 国道166号 阿騎野橋 

桜井土木 国道169号 清水谷橋 

宇陀土木 土屋原飯高線 開運橋 
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(13) 支承本体（ゴム） 

① ゴムの変色、劣化があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは軽微な劣化

が見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゴム支承が正常である状態、ある

いはゴムの劣化が軽微である状態

を指す。また、ゴムが若干変形し

ている状態を指す。ここでの若干

の変形とは、温度変化等による常

時の変形量を超過しない程度（支

承高さの70％未満）とする。 

B 
著しい劣化（ゴムの硬

化、ひびわれ）が見ら

れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゴムが著しく変色、劣化している

状態を指す。ここでの著しいとは、

ゴムが硬化しひびわれが生じてい

る状態のことをいう。 

また、ゴムが著しく変形している

状態を指す。ここでの著しいとは、

温度変化等による常時の変形量を

超過している状態のことをいう。

さらに、沓座モルタルが大規模に

破損している状態も「B」として判

断する。 

この段階に至った支承の影響によ

り、主桁等に二次的な損傷を引き

起こしたり、路面に段差等の変状

が生じたりする恐れがあるため、

詳細点検を実施して支承の状態を

詳細に記録するとともに、適切な

補修・補強対策を実施することが

重要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

支承に大規模な変形、破損、移動、

沈下が発生していても、直ちに橋

梁の構造安全性に著しく悪影響を

与えるものではないため、「C」は

該当なしとした。 

高田土木 西佐味中之線 高トバ橋 

高田土木 五條高取線 薬水橋 

郡山土木 大和郡山環状線 

小林跨線橋（上り） 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 
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(14) 橋台・橋脚 

① ひびわれがあるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいはひびわれ幅

1.0mm 未満のひびわれ

が数本発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれが発生していない状態、

あるいはひびわれ幅1.0mm未満の

ひびわれが数本発生している状態

を指す。 

B 

ひびわれ幅1.0mm以上

のひびわれ、あるいは

亀甲状のひびわれが

発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれ幅 1.0mm 以上のひびわ

れ、あるいは亀甲状（網目状）の

ひびわれが発生している状態指

す。ひびわれ幅1.0mm以上のひび

われは外力の影響が懸念され、亀

甲状のひびわれはアルカリ骨材反

応による劣化が懸念されるため、

詳細点検を実施してひびわれの状

態を詳細に記録するとともに、採

取コアによる室内試験等も併用し

て原因を究明し、適切な補修・補

強対策を実施することが重要であ

る。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

橋台・橋脚のひびわれは直ちに橋

梁の構造安全性に著しく悪影響を

与えるものではないと考えられる

ため、「C」は該当なしとした。 

 
 ひびわれが構造物に与える影響という観点では、「幅」の影響が重要であり「長さ」の影響は小さいため、評価

基準として「長さ」は記載しないこととした。 

郡山土木 枚方大和郡山線 峰の宮橋 

宇陀土木 国道369号 和合橋 

奈良土木 山添桔梗が丘線 広瀬橋 

桜井土木 国道166号 高取川橋 
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② 白い染み（遊離石灰）が発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的な遊

離石灰がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が発生していない状態、

あるいは局部的な遊離石灰が発生

している状態を指す。ここでの局

部的とは、遊離石灰の面積が概ね

1.0m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲（1.0m2 以上程

度）に発生している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が広範囲に発生している

状態を指す。ここでの広範囲とは、

遊離石灰の面積が概ね 1.0m2 以上

の場合と考えてよい。遊離石灰と

いう損傷そのものが構造物に悪影

響を与えるものではないが、ひび

われに水が関与している証拠とな

る損傷であることから、詳細点検

を実施することが望ましい。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

橋台・橋脚の遊離石灰は直ちに橋

梁の構造安全性に著しく悪影響を

与えるものではないと考えられる

ため、「C」は該当なしとした。 

 
 

桜井土木 国道165号 城山橋 

吉野土木 国道169号 大迫橋 

桜井土木 桜井都祁線 和田橋 

奈良土木 国道308号 下鳥見橋 
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③ 剥離、鉄筋露出があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的な剥

離、鉄筋露出が見られ

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離が発生していない状態、ある

いは局部的な剥離、鉄筋露出が発

生している状態を指す。ここでの

局部的とは、剥離部の面積が概ね

1.0m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲（1.0m2 以上程

度）に発生している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離、鉄筋露出が広範囲に発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、剥離、鉄筋露出の面積が

概ね 1.0m2 以上の場合と考えてよ

い。この段階に至った橋台に対し

ては、詳細点検を実施して橋台の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

橋台・橋脚の剥離、鉄筋露出は直

ちに橋梁の構造安全性に著しく悪

影響を与えるものではないと考え

られるため、「C」は該当なしとし

た。 

 

宇陀土木 名張曽爾線 兜橋 

高田土木 大和高田桜井線 松塚橋 

桜井土木 国道169号 清水谷橋 

高田土木 天理王寺線 王寺跨線橋 
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④ 洗掘されているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは軽微な洗掘

が見られる（フーチン

グ側面まで達してい

ない）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洗掘が発生していない状態、ある

いは洗掘が軽微である状態を指

す。ここでの軽微とは、河床の洗

掘は見られるがフーチング側面ま

で達していない状態をいう。 

B 
大規模な洗掘が見ら

れる（フーチング側面

まで達している）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大規模な洗掘が発生している状態

を指す。ここでの大規模とは、洗

掘によりフーチング側面が露見す

る程度まで河床が削られた状態を

いう。この段階に至った橋台、橋

脚は、基礎の安定性が低下してい

る恐れがあり、洪水時の洪水圧で

転倒、流出する可能性があるため、

詳細点検を実施して橋台、橋脚の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

橋台、橋脚の洗掘は直ちに橋梁の

構造安全性に著しく悪影響を与え

るものではないため、「C」は該当

なしとした。 

 
 

吉野土木 国道309号 無名9号橋 

宇陀土木 小村木津線 伊豆尾橋 

高田土木 大和高田桜井線 松塚橋 

五條土木 国道168号 花園橋 
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(15) 排水管 

① 排水管が破損しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは局部的な破

損。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排水管に破損が生じていない状

態、あるいは破損が局部的なもの

にとどまり、排水機能が健全であ

る場合を指す。 

A-1 大規模な破損。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

排水管に大規模な破損が生じてお

り、排水機能が低下している状態

を指す。 
排水管の破損が橋梁の構造安全性

に与える影響はほとんどないた

め、詳細点検や緊急対策は必要な

いと考えて、「A-1」の評価として

いる。 
破損が著しい排水管については、

主桁等他の上部工部材の補修時に

併せて対策を行うことが望まし

い。 

B・C 該当なし 

 
 
 
 
 

排水管の破損が橋梁の構造安全性

に与える影響はほとんどないた

め、「B」及び「C」は該当なしとし

た。 

 
 

吉野土木 国道169号 桜橋小橋 

高田土木 御所香芝線 太田橋 

高田土木 国道309号 関屋橋(5号橋) 

吉野土木 国道169号 

無名桟道橋2号 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録-2 「点検シート」記入要領 
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1. 点検シート① 簡易点検結果 

 点検シート①では、各点検項目における点検結果を記入する。なお、点検シート①は径間毎に

作成することを原則とする。 
 
 点検シート①の記入要領は、下記のとおりとする。 

・管理事務所  ：対象橋梁を管理する土木事務所名を記入する。  
・橋梁名  ：橋梁名を記入する。 
・所在地  ：所在地を記入する。 
・道路種別  ：「一般国道」、「主要地方道」、「一般県道」の中から選定する。 
・路線名  ：路線名を記入する。 
・橋梁形式 ：橋梁形式を「径間数」＋「単純 or 連続」＋「材料」＋「桁形式」の順に記入

する。（例：2 径間単純 PC ポステン T 桁橋、3 径間連続鋼非合成 I 桁橋） 

・架設年次 ：架設年次を西暦で記入する。 

・適用示方書 ：適用示方書を記入する。 

・交差物件 ：交差物件の名称を記入する。（例：○○川） 

・橋長 ：橋長を小数点第 1 位まで記入する。 

・全幅員 ：全幅員（地覆外側間の幅）を小数点第 1 位まで記入する。 

・径間数 ：径間数を記入する。 

・径間番号 ：点検を実施した径間番号を記入する。 

・点検日 ：点検日を記入する。 

・点検者 ：点検者（複数名の場合は代表者）の氏名と所属を記入する。 

・点検結果 

a)該当項目 ：対象橋梁の点検項目として該当する項目に「○」を記入する。 

b)評価 ：A、B、C の評価結果を記入する。損傷評価基準は付録-1 を参照すること。 

c)詳細点検 ：詳細点検が必要と判断された場合は「要」、詳細点検が必要ないと判断された

場合は「不」を記入する。なお、詳細点検の要否判定は、要領本文の「8. 損

傷の評価及び詳細点検実施橋梁の選定」を参照すること。 

d)点検できなかった部材 

 ：橋梁下面への進入が困難であった場合等で点検できなかった部材がある場合に

は、その具体的な部材名を記入する。 

e)その他留意事項 

 ：点検項目に関わらず、気がついた点や申し送り事項等を記入する。 

 （例：照明施設が錆びている、遮音壁が破損している、桁下空間を児童公園とし

て使用している など） 

 
 点検シート①の記入項目のうち、橋梁台帳から引用するような橋梁諸元項目については、橋梁

台帳と現地が明らかに相違している場合は、現地で確認した内容を記載する。なお、橋梁台帳の

記載事項の訂正は、各土木事務所の管理のもとに行い、訂正した内容を道路管理課に報告する。 
 



点検シート①　簡易点検結果

①伸縮装置に段差が生じているか

②伸縮装置が破損、欠損しているか

①漏水が生じているか

床版

鋼板接着部

舗装
アスファルト
コンクリート

埋設目地

排水ます 鋼製他

伸縮装置

鋼

その他

交差物件

所在地橋梁名

道路種別

橋梁形式

適用示方書

管理事務所

架設年次

路線名

径間数

点検日

径間番号

橋長（m） 全幅員（m）

点検者
氏名

所属

工種 部材 材料
重点
項目

路上

高欄
コンクリート

該当
項目

鋼

★

①ひびわれ、剥離、鉄筋露出があるか

①ひびわれが発生してるか

②ポットホールがあるか

①伸縮装置に段差が生じているか

②伸縮ゴムが破損、欠損しているか

①排水ますに土砂が詰まっているか

①舗装に横断方向のひびわれが発生しているか

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

①ひびわれが発生しているか

★

★

③剥離、鉄筋露出があるか

①ゴムの変色、劣化があるか

①ひびわれがあるか

③剥離、鉄筋露出があるか

★ ④洗掘されているか

①排水管が破損しているか

★

★

②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

★

①錆びているか★

評価

ゴム

コンクリート

★

点検着目項目

①事故等による破損があるか

下部工 橋台・橋脚 コンクリート

詳細点検

その他留意事項

点検できなかった部材

★ ③剥離、鉄筋露出があるか

①補強鋼板が錆びているか

★

★ ①ひびわれが発生しているか

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

上部工

鋼

ゴム

その他 排水管 鋼製他

コンクリート

支承 支承本体

主桁・横桁等
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2. 点検シート② 点検写真 

 点検シート②では、点検の結果把握された代表的な損傷の写真を整理する。点検項目以外の部

材や損傷であっても、損傷が大規模で記録する必要があると考えられる場合は、本シートに記入

する。なお点検シート②は、径間毎に作成することを原則とする。 
 
 点検シート②の記入要領は、下記のとおりとする。 

・管理事務所、橋梁名、所在地、道路種別、路線名、橋梁形式、架設年次、適用示方書、交差

物件、橋長、全幅員、径間数、径間番号、点検日、点検者 
 ：点検シート①と同様とする。 
・写真番号  ：写真と対応した番号を 1 から順に記入する。写真は横方向に順に付番する。 

・対象部材 ：写真撮影した部材名を記入する。 

・コメント ：損傷の大きさや寸法等を分かる範囲で記入する。また、点検項目以外の損傷の

場合は、その旨を記入する。 
 

 点検シート②に記載する写真は損傷写真を基本とするが、別途下記の写真を付加してもよい。 
・橋梁の写真（路面、側面、桁下面等） 
・橋歴板 

・塗装歴 

・親柱               等 

 
 
 



点検シート②　点検写真

写真番号

対象部材

コメントコメント

写真番号

対象部材

点検者
氏名

所属

径間数

点検日

径間番号

橋長（m） 全幅員（m）

管理事務所

架設年次

交差物件

所在地

路線名

橋梁名

道路種別

橋梁形式

適用示方書

写真番号 写真番号

対象部材 対象部材

コメント コメント
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 40 

3. 点検シート③ 簡易点検集計表 

 点検シート③は、各土木事務所の集計を定期的にとりまとめるための様式である。対象橋梁の

1 径間分の結果を 1 行に記入することとする。 

 
 点検シート③の記入要領は、下記のとおりとする。 

・No. ：「1」から連番で付番する。 

・管理事務所、道路種別、路線名、橋梁名、所在地、径間番号 

 ：点検シート①②と同様。 
・評価  ：各点検項目の評価結果の中から、部材毎に も厳しい評価結果を記入する。 

・詳細点検 ：対応する点検シート①と同様の結果を記入する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



点
検

シ
ー

ト
③

　
簡

易
点

検
集

計
表

高
欄

舗
装

伸
縮

装
置

排
水

ま
す

主
桁

・
横

桁
等

床
版

支
承

本
体

橋
台

・
橋

脚
排

水
管

管
理

事
務

所
N
o
.

作
成

日

作
成

部
署

路
線

名
道

路
種

別

　
　

　
　
年

　
　

月
　

　
日

所
在

地
橋

梁
名

径
間

番
号

評
価

（
A
、

B
、

C
）

詳
細

点
検
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付録-3 損傷評価基準携帯版 

 
 



「
橋

梁
簡

易
点

検
要

領
」

　
損

傷
評

価
基

準
携

帯
版

2
0
m
m
以

上
の

段
差

フ
ェ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

や
高

力
ボ

ル
ト

の
破

断

－

損
傷

な
し

、
2
0
m
m
未

満
の

段
差

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
破

損
（

漏
水

し
て

い
な

い
）

漏
水

な
し

、
微

量
な

漏
水

－ － 大
規

模
な

漏
水

①
伸

縮
装

置
に

段
差

が
生

じ
て

い
る

か

②
伸

縮
装

置
が

破
損

、
欠

損
し

て
い

る
か

①
漏

水
が

生
じ

て
い

る
か

伸
縮

装
置

鋼

そ
の

他

①
補

強
鋼

板
が

錆
び

て
い

る
か

②
白

い
染

み
（

遊
離

石
灰

）
が

発
生

し
て

い
る

か
コ

ン
ク

リ
ー

ト

排
水

管
鋼

製
他

★★

支
承

支
承

本
体

着
目

項
目

①
事

故
等

に
よ

る
破

損
が

あ
る

か

①
排

水
ま

す
に

土
砂

が
詰

ま
っ

て
い

る
か

②
伸

縮
ゴ

ム
が

破
損

、
欠

損
し

て
い

る
か

★

排
水

ま
す

鋼
製

他

A
 
 B
 
 
C

評
価
区

分

A
 
 
B

A
 
 
A
-
1

A
 
 
C

A
 
 
B

A
 
 B
 
 
C

A
 
 
C

A
 
 
C

A
 
 
B

A
 
 
B

A
 
 
A
-
1

★
④

洗
掘

さ
れ

て
い

る
か

①
排

水
管

が
破

損
し

て
い

る
か

A
 
 
B

A
 
 
B

A
 
 
B

①
ゴ

ム
の

変
色

、
劣

化
が

あ
る

か

①
ひ

び
わ

れ
が

あ
る

か

③
剥

離
、

鉄
筋

露
出

が
あ

る
か

A
 
 
B

A
 
 
B

★

①
錆

び
て

い
る

か
★ ★★

A
 
 
B

★
②

白
い

染
み

（
遊

離
石

灰
）

が
発

生
し

て
い

る
か

③
剥

離
、

鉄
筋

露
出

が
あ

る
か

A
 
 
B

②
ポ

ッ
ト

ホ
ー

ル
が

あ
る

か

埋
設

目
地

①
舗

装
に

横
断

方
向

の
ひ

び
わ

れ
が

発
生

し
て

い
る

か

ゴ
ム

①
伸

縮
装

置
に

段
差

が
生

じ
て

い
る

か

★
A 
 
B

①
ひ

び
わ

れ
、

剥
離

、
鉄

筋
露

出
が

あ
る

か

①
ひ

び
わ

れ
が

発
生

し
て

る
か

路
上

高
欄

コ
ン

ク
リ

ー
ト鋼

工
種

部
材

材
料

重
点

項
目

評
価

基
準

鋼
板

接
着

部

舗
装

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

A
 
 
B

A
 
 
C

該
当

項
目

A
 
 
C

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
破

損
（

通
行

に
影

響
な

し
）

－
歩

行
者

等
が

危
険

な
状

態

A
B

C

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
損

傷
（

深
さ

2
0
m
m
未

満
、

タ
イ

ヤ
よ

り
小

）
－

大
規

模
な

損
傷

（
深

さ
2
0
m
m
以

上
、

タ
イ

ヤ
よ

り
大

）

第
三

者
被

害
の

恐
れ

な
し

（
跨

線
、

跨
道

橋
等

で
な

い
）

－
第

三
者

被
害

の
恐

れ
あ

り
（

跨
線

、
跨

道
橋

等
で

あ
る

）

損
傷

な
し

、
一

方
向

あ
る

い
は

二
方

向
の

ひ
び

わ
れ

亀
甲

状
の

ひ
び

わ
れ

（
床

版
上

面
の

砂
利

化
が

懸
念

）
－

損
傷

な
し

、
2
0
m
m
未

満
の

段
差

2
0
m
m
以

上
の

段
差

－

損
傷

な
し

、
ゴ

ム
の

局
部

的
な

破
損

ゴ
ム

が
脱

落
し

て
い

る
－

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
遊

離
石

灰

（
0
.
1
m
2
未

満
）

広
範

囲
の

遊
離

石
灰

（
0
.
1
m
2
以

上
）

－

損
傷

な
し

、
軽

微
な

ひ
び

わ
れ

（
漏

水
し

て
い

な
い

）
大

規
模

な
ひ

び
わ

れ
（

漏
水

し
て

い
る

）
－

A
：

損
傷

な
し

A
-
1
：

土
砂

詰
ま

り
が

あ
る

－
－

損
傷

な
し

、
一

方
向

ひ
び

わ
れ

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
剥

離

（
0
.
1
m
2
未

満
）

広
範

囲
の

剥
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0
.
1
m
2
以

上
）
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範
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で
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損
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体
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装
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、
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う

－

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
腐

食
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承

機
能

に
影

響
な

し
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面

欠
損

を
伴

う
腐

食
（

支
承

機
能

が
低

下
）

－
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損
傷

な
し

、
局

部
的

な
遊

離
石

灰

（
0
.
1
m
2
未

満
）

広
範

囲
の

遊
離

石
灰

（
0
.
1
m
2
以

上
）

－

★
①

ひ
び

わ
れ

が
発

生
し

て
い

る
か

A
 
 
B

損
傷

な
し

、
幅

0
.
2
m
m
未

満
の

ひ
び

わ
れ

幅
0
.
2
m
m
以

上
の

ひ
び

わ
れ

－

★
③

剥
離

、
鉄

筋
露

出
が

あ
る

か
A
 
 B
 
 
C

損
傷

な
し

、
局

部
的

な
剥

離

（
0
.
1
m
2
未

満
）

広
範

囲
の

剥
離

（
0
.
1
m
2
以

上
）

鋼
材

の
破

断
が

確
認

で
き

る

そ
の

他

上
部

工

鋼

ゴ
ム

下
部

工

床
版

コ
ン

ク
リ

ー
ト

主
桁

・
横

桁
等

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
台

・
橋

脚

43



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録-4 鋼橋・PC 橋の点検項目等 
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 要領本文は RC 橋に対する点検項目、付録-1 はその損傷評価基準であるので、鋼橋、PC 橋を点検

する場合には本内容に準じること。 

 
 
1. 点検項目 

 
表-1.1 点検項目 

工種 部材 材料 
重点

項目
点検項目 

鋼  ①事故等による破損があるか 
高欄 

コンクリート  ①ひびわれ、剥離、鉄筋露出があるか 

★ ①ひびわれが発生しているか 
舗装 

アスファルト 

コンクリート  ②ポットホールがあるか 

 ①伸縮装置に段差が生じているか 
ゴム 

 ②伸縮ゴムが破損、欠損しているか 

埋設目地  ①舗装に横断方向のひびわれが発生しているか 

 ①伸縮装置に段差が生じているか 
鋼 

 ②伸縮装置が破損、欠損しているか 

伸縮装置 

その他  ①漏水が生じているか 

路上 

排水ます 鋼製他  ①排水ますに土砂が詰まっているか 

★ ①錆びているか 

★ ②耐候性鋼材において安定錆に異常が見られるか 

★ ③ボルトの脱落があるか 
鋼 

★ ④亀裂が発生しているか 

★ ①ひびわれが発生しているか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか 

主桁・横桁等

コンクリート 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 

★ ①ひびわれが発生しているか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか コンクリート 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 

上部工 

床版 

鋼板接着部 ★ ①補強鋼板が錆びているか 

鋼 ★ ①錆びているか 
支承 支承本体 

ゴム ★ ①ゴムの変色、劣化があるか。 

★ ①ひびわれがあるか 

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか 

★ ③剥離、鉄筋露出があるか 
下部工 橋台・橋脚 コンクリート 

★ ④洗掘されているか 

その他 排水管 鋼製他  ①排水管が破損しているか 

 
 
2. 損傷評価基準 

 鋼橋、PC 橋における「主桁・横桁等」の損傷評価基準を示す。なお、「主桁・横桁等」以外の損

傷評価基準については「付録-1」を参照すること。 
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(1) 主桁・横桁等（鋼） 

① 錆びているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的な腐

食がある。 

全体的に若干塗装が

劣化している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

錆が発生していない状態、あるい

は局部的に錆びている状態を指

す。また、錆は発生していないが

塗装が全体的に剥れているような

状態も「A」とする。 

B 

腐食による断面欠損

が見られる。 
広範囲にわたり腐食

が発生している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

腐食により鋼材表面が膨張し、部

材断面が減少している状態、ある

いは広範囲にわたり腐食が発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、概ね部材全体に腐食が発

生している場合をいう。この段階

に至った主桁は、再塗装の実施時

期に達しているため、詳細点検を

実施して主桁の状態を詳細に記録

するとともに、適切な補修・補強

対策を実施することが重要であ

る。 

C 
腐食により部材がほ

ぼ破断している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

腐食による著しい断面欠損が生じ

ており、部材が破断している状態

に近い状態を指す。この状態に至

ると、交通規制等の緊急対策を施

して通行車両の安全を確保し、抜

本的な対策を検討することとす

る。 

郡山土木 天理斑鳩線 高橋 

吉野土木 国道169号 伯母峯橋 

奈良土木 山添桔梗が丘線 松瀬橋 

吉野土木 国道309号 無名1号橋 

奈良土木 国道25号 五月橋 
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② 耐候性鋼材において安定錆に異常が見られるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

錆の粒子が細かい。 

あるいは錆の粒子が

若干粗いが5mm未満で

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

安定錆が正常に形成されている状

態、あるいは錆の粒子が若干粗い

が5mm未満である状態を指す。 

B 

錆の粒子が粗くうろ

こ状である。 
錆に層状の剥離が生

じている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安定錆を形成する過程において、

何らかの原因により錆の粒子が粗

くうろこ状になっている状態、あ

るいは錆が層状に剥離している状

態を指す。また、安定錆が通常の

黒褐色ではなく部分的に赤褐色の

腐食が発生している場合も「B」と

する。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

耐候性鋼材の主桁に広範囲の安定

錆の異常が発生していても、直ち

に橋梁の構造安全性に著しく悪影

響を与えるものではないため、「C」

は該当なしとした。 

 
 一般的に耐候性鋼材の安定錆は、黄色・赤色から黒褐色へと変化して安定していく。しかし、錆色だけで安定錆

か異常な錆かを判断することは、例外も多く危険であるため、ここでは錆の粒子の状態により評価を行うこととし

た。 
 

奈良土木 山添桔梗が丘線 松瀬橋 

郡山土木 大和郡山環状線 城栄橋 

吉野土木 国道169号 小谷橋 
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③ ボルトの脱落があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的なボ

ルトの脱落がある（一

群当たり5％未満）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボルトが脱落していない状態、あ

るいは局部的に脱落している状態

を指す。ここでの局部的とは、一

群当たり（添接板1枚当たり）の

脱落本数が 5％未満である場合を

いう（例：添接板1枚当たりの全

本数→25本、脱落本数→1本）。 

B 
多数の脱落がある（一

群当たり5％以上30％

未満）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多数のボルトが脱落している状態

を指す。ここでの多数とは、一群

当たり（添接板1枚当たり）の脱

落本数が5％以上30％未満である

場合をいう（例：添接板1枚当た

りの全本数→25 本、脱落本数→2

本以上8本未満）。この段階に至る

と、設計上の限界に近い状態と推

測できるため、詳細点検を実施し

て主桁の状態を詳細に記録すると

ともに、適切な補修・補強対策を

実施することが重要である。 

C 
大多数の脱落がある

（一群当たり 30％以

上）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大多数のボルトが脱落している状

態を指す。ここでの大多数とは、

一群当たり（添接板1枚当たり）

の脱落本数が 30％以上である場

合をいう（例：添接板1枚当たり

の全本数→25本、脱落本数→8本

以上）。この段階に至ると、設計上

の限界を超えている可能性があ

り、 悪の場合は主桁が分解する

恐れがあるため、交通規制等の緊

急対策を施して通行車両の安全を

確保し、抜本的な対策を検討する

こととする。 

五條土木 国道168号 小井橋 

宇陀土木 国道166号 中村橋 

郡山土木 王寺三郷斑鳩線 大正橋 

高田土木 大和高田御所線 田井橋 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 
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④ 亀裂が発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 
損傷なし。 

あるいは塗膜の割れ

がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀裂が発生していない状態、ある

いは溶接接合部の塗膜に割れがあ

る状態を指す。目視により亀裂の

存在を確認できない場合、あるい

は腐食を伴わない塗膜の割れがあ

る場合は「A」とする。 

B 

線状の亀裂が発生し

ている。 
あるいは亀裂の疑い

を否定できない塗膜

の割れがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

線状の亀裂が発生している状態、

あるいは亀裂の疑いを否定できな

い塗膜の割れがある状態を指す。

ここでの亀裂の疑いを否定できな

い塗膜の割れとは、塗膜の割れ部

に腐食を伴っている場合と判断し

てよい。亀裂は急激に進展する恐

れがあり、かつ橋梁の構造安全性

に致命的な悪影響を与える恐れが

あるため、亀裂の初期段階あるい

は亀裂の兆候を発見した場合に

は、詳細点検に加えて渦流探傷試

験や磁粉探傷試験等の非破壊試験

を実施して、亀裂の有無や規模を

詳細に把握することが重要であ

る。 

C 
亀裂が大きく進展し

ている。 
破断に至っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀裂が大きく進展している状態、

あるいは部材の破断に至っている

状態を指す。この段階に至ると、

橋梁の構造安全性が著しく損なわ

れている可能性があるため、交通

規制等の緊急対策を施して通行車

両の安全を確保し、抜本的な対策

を検討することとする。 

 

吉野土木 国道309号 無名1号橋 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 
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(2) 主桁・横桁等（PC桁の場合） 

① ひびわれが発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 損傷なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひびわれが発生していない状態を

指す。 

B 
ひびわれが発生して

いる。 
（幅に係わらず） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC桁の場合は、橋軸方向に長いひ

びわれなど、ひびわれが発生して

いれば、ひびわれ幅に係わらず

「有」と判定することとする。こ

の段階に至った主桁に対しては、

詳細点検を実施してひびわれの状

態を詳細に記録するとともに原因

を究明し、適切な補修・補強対策

を実施することが重要である。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 
 

塩害環境下にない奈良県において

は、コンクリート主桁のひびわれ

が急激に進展する恐れが小さいこ

とが想定できるため、「C」は該当

なしとした。 

 
 

郡山土木 信貴山線 勢野跨線橋 

高田土木 国道309号 宮戸橋 

五條土木 下市宗檜線 かくれ橋（4号橋） 

五條土木 赤滝五條線 古田橋（2号橋） 
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② 白い染み（遊離石灰）が発生しているか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 損傷なし。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰が発生していない状態を

指す。 

B 
PC 桁のひびわれに沿

った遊離石灰が発生

している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC 桁においてひびわれに沿って

遊離石灰が発生している場合は、

軽微であっても「有」と判定する

こととする。遊離石灰という損傷

そのものが構造物に悪影響を与え

るものではないが、ひびわれに水

が関与している証拠となる損傷で

あることから、詳細点検を実施す

ることが望ましい。 

C 該当なし 

 
 
 
 
 

遊離石灰はひびわれに水が関与し

ている証拠となる損傷であり、橋

梁の構造安全性が著しく低下する

までに猶予があると考えられるた

め、「C」は該当なしとした。 

五條土木 高野天川線 今井橋 

奈良土木 天理環状線 若草橋 

桜井土木 国道169号 新三輪橋 

高田土木 国道166号 高田高架橋 

桜井土木 大和高田桜井線 笠縫大橋 
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③ 剥離、鉄筋露出があるか 
 
評価区分 損傷概要 事例写真 解説 

A 

損傷なし。 

あるいは局部的な剥

離、鉄筋露出が発生し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離が発生していない状態、ある

いは局部的な剥離、鉄筋露出が発

生している状態を指す。ここでの

局部的とは、剥離部の面積が概ね

0.1m2未満の場合と考えてよい。 

B 
広範囲にわたって剥

離、鉄筋露出が発生し

ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剥離、鉄筋露出が広範囲に発生し

ている状態を指す。ここでの広範

囲とは、剥離、鉄筋露出の面積が

概ね 0.1m2 以上の場合と考えてよ

い。この段階に至った主桁に対し

ては、詳細点検を実施して主桁の

状態を詳細に記録するとともに、

適切な補修・補強対策を実施する

ことが重要である。 

C 
多数の鉄筋が腐食に

より破断している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

腐食により鉄筋の破断が確認され

た場合は、橋梁の構造安全性が低

下している恐れがあるため、交通

規制等の緊急対策を施して通行車

両の安全を確保し、抜本的な対策

を検討することとする。 

備考）「付録-1」と同様の内容である。

「国土交通省 損傷事例写真集」抜粋 

吉野土木 国道309号 無名9号橋 

桜井土木 国道169号 清水谷橋 

郡山土木 奈良大和郡山斑鳩線 桜橋 

宇陀土木 国道369号 天野橋 
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3. 点検シート 

 鋼橋、PC 橋の点検時は、次項以降に示す点検シート①～③を使用する。なお、点検シートの記入

要領は「付録-2」を参照すること。  

 



点検シート①　簡易点検結果

支承 支承本体
鋼

ゴム

その他 排水管 鋼製他

★

★

上部工

主桁・
横桁等

鋼

★

★

①ひびわれが発生しているか

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

④亀裂が発生しているか

③剥離、鉄筋露出があるか

①補強鋼板が錆びているか

②伸縮ゴムが破損、欠損しているか

①舗装に横断方向のひびわれが発生しているか

①錆びているか

②耐候性鋼材において安定錆に異常が見られるか

③ボルトの脱落があるか

①排水ますに土砂が詰まっているか

その他留意事項

点検できなかった部材

下部工 橋台・橋脚 コンクリート

詳細点検

評価

ゴム

コンクリート

★

点検着目項目

①事故等による破損があるか

★

①錆びているか★

④洗掘されているか

①排水管が破損しているか

★

★

②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

①ゴムの変色、劣化があるか

①ひびわれがあるか

③剥離、鉄筋露出があるか

★

★

③剥離、鉄筋露出があるか

★ ②白い染み（遊離石灰）が発生しているか

★ ①ひびわれが発生しているか

①伸縮装置に段差が生じているか

排水ます 鋼製他

★

①ひびわれ、剥離、鉄筋露出があるか

①ひびわれが発生してるか

②ポットホールがあるか

コンクリート

該当
項目

鋼

工種 部材 材料
重点
項目

路上

高欄

点検者
氏名

所属

径間数

点検日

径間番号

橋長（m） 全幅員（m）

管理事務所

架設年次

路線名

橋梁名

道路種別

橋梁形式

適用示方書 交差物件

所在地

舗装
アスファルト
コンクリート

埋設目地
伸縮装置

鋼

その他

★

★

床版

鋼板接着部

★

コンクリート

①伸縮装置に段差が生じているか

②伸縮装置が破損、欠損しているか

①漏水が生じているか
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点検シート②　点検写真

コメント コメント

対象部材 対象部材

写真番号 写真番号

橋梁名

道路種別

橋梁形式

適用示方書 交差物件

所在地

路線名

管理事務所

架設年次

径間数

点検日

径間番号

橋長（m） 全幅員（m）

点検者
氏名

所属

コメント

写真番号

対象部材

写真番号

対象部材

コメント
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高
欄

舗
装
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装
置

排
水

ま
す

主
桁

・
横

桁
等

床
版

支
承

本
体

橋
台

・
橋

脚
排

水
管

　
　

　
　
年

　
　

月
　

　
日

所
在

地
橋

梁
名

径
間

番
号

評
価

（
A
、

B
、

C
）

詳
細

点
検

管
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事
務

所
N
o
.

作
成

日

作
成

部
署

路
線

名
道

路
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別
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4. 損傷評価基準携帯版 

 
 
 



「
橋

梁
簡

易
点

検
要

領
」

　
損

傷
評

価
基

準
携

帯
版

伸
縮
装

置

A
 
 
B

漏
水

な
し
、

微
量

な
漏

水
大

規
模

な
漏

水

A
 
 
C

損
傷

な
し
、

局
部

的
な

破
損

（
漏

水
し

て
い

な
い

）
－

鋼

－
そ

の
他

①
漏

水
が

生
じ

て
い

る
か

A
 
 
C

損
傷

な
し
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縮
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損
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損
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％
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落
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断
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断
面
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損
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囲
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錆
の

粒
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落
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損
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②
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③
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台
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③
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出
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損
傷

な
し
、

局
部

的
な

剥
離

（
0
.
1m

2
未
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囲
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①
ひ

び
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の
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れ
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向
ひ
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亀
甲
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ひ
び
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ひ
び
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の
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び
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漏
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損
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①
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②
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損
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損
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①
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①
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付録-5 橋梁形式及び部材名称 
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1. 橋梁の構成要素と諸元 

 道路橋は、自動車や歩行者の通行を支える上部構造と、自身は堅固な（一般的に）地盤にあっ

て上部構造を支える下部構造で構成されている。上部構造は、自動車荷重を直接支える床版と、

床版から荷重を受ける床組、主桁、対傾構、横構などからなる。下部構造は、上部構造を支える

躯体とその躯体を支える基礎からなり、上部構造の両端に位置するのを橋台、中間に位置するの

を橋脚という。このほか、橋梁には伸縮装置、支承、高欄、落橋防止システムなどがある。 

図-1.1 橋梁の構成要素と諸元 
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2. 上部構造 

 上部構造の形式には、桁橋（床版橋含む）、トラス橋、アーチ橋、ラーメン橋などがある。 

図-2.1 上部構造形式 

 
2.1. 桁橋 

2.1.1. 床版橋の種類 

図-2.2 床版橋の種類 
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2.1.2. 桁橋の種類 

図-2.3 桁橋の種類 

 

鋼橋  RC 橋 PC 橋 
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2.1.3. 桁橋の部材名称 
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図-2.4 桁橋の部材名称 

 
2.2. トラス橋 

2.2.1. トラス橋の種類 

図-2.5 トラス橋の種類 

 
2.2.2. トラス橋の部材名称 

図-2.6 トラス橋の部材名称 
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2.3. アーチ橋 

2.3.1. アーチ橋の種類 

図-2.7 アーチ橋の種類 

 
2.3.2. アーチ橋の部材名称 

図-2.8 アーチ橋の部材名称 
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2.4. ラーメン橋 

2.4.1. ラーメン橋の種類 

図-2.9 ラーメン橋の種類 

 
2.4.2. ラーメン橋の部材名称 

図-2.10 ラーメン橋の部材名称 
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3. 下部構造 

3.1. 橋台の種類 

図-3.1 橋台の種類 

 
3.2. 橋脚の種類 

図-3.2 橋脚の種類 
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3.3. 基礎の種類 

図-3.3 基礎の種類 
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3.4. 下部構造躯体の部材名称 

図-3.4 下部構造躯体の部材名称 

 
 
 
 
 


